
大 阪 府 条 例 第 五 十 九 号  

大 阪 府 屋 外 広 告 物 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  
第 一 条  大 阪 府 屋 外 広 告 物 条 例 （ 昭 和 二 十 四 年 大 阪 府 条 例 第 七 十 九 号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で

示 す よ う に 改 正 す る 。  

第 二 条  大 阪 府 屋 外 広 告 物 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で

示 す よ う に 改 正 す る 。  

改 正 後  改 正 前  

  

（ 危 害 の 防 止 等 ）  

第 六 条  次 に 掲 げ る 広 告 物 又 は 掲 出 物 件 を 表 示

し 、 又 は 設 置 し て は な ら な い 。  
 一 著 し く 破 損 し 、 又 は 老 朽 化 し た も の  
 二 倒 壊 又 は 落 下 の お そ れ の あ る も の  
 三 信 号 機 若 し く は 道 路 標 識 に 類 似 し 、 又 は こ

れ ら の 効 用 を 妨 げ る も の  
 四 前 三 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 道 路 交 通 の 安

全 を 阻 害 す る お そ れ の あ る も の  

２ （ 略 ）  
 

第 二 十 条  第 十 八 条 第 一 項 又 は 前 条 の 規 定 に よ

り 措 置 を 命 じ よ う と す る 場 合 に お い て 、 過 失 が

な く て 当 該 措 置 に 係 る 広 告 物 若 し く は 掲 出 物

件 を 表 示 し 、 若 し く は 設 置 し た 者 又 は こ れ ら の

管 理 者 を 確 知 す る こ と が で き な い と き は 、 知 事

は 、 当 該 措 置 を 自 ら 行 い 、 又 は そ の 命 じ た 者 若

し く は 委 任 し た 者 に こ れ を 行 わ せ る こ と が で

き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 掲 出 物 件 を 除 却 す る

と き は 、 五 日 以 上 の 期 間 を 定 め て 、 そ の 期 間 ま

で に 除 却 す べ き 旨 及 び そ の 期 限 ま で に 除 却 し

な い と き は 、 知 事 又 は そ の 命 じ た 者 若 し く は 委

任 し た 者 が 除 却 す る 旨 を 公 示 し な け れ ば な ら

な い 。  

（ 危 害 の 防 止 等 ）  

第 六 条  公 衆 に 対 し 著 し く 危 害 を 及 ぼ す お そ れ

の あ る 広 告 物 を 表 示 し 、 又 は 掲 出 物 件 を 設 置 し

て は な ら な い 。  
 
 
 
 
 

２ （ 略 ）  
 

第 二 十 条  知 事 は 、 第 十 八 条 第 一 項 又 は 前 条 の 規

定 に よ り 措 置 を 命 じ よ う と す る 場 合 に お い て 、

過 失 が な く て 当 該 措 置 に 係 る 広 告 物 若 し く は

掲 出 物 件 を 表 示 し 、 若 し く は 設 置 し た 者 又 は こ

れ ら の 管 理 者 を 確 知 す る こ と が で き な い と き

は 、 知 事 は 、 当 該 措 置 を 自 ら 行 い 、 又 は そ の 命

じ た 者 若 し く は 委 任 し た 者 に こ れ を 行 わ せ る

こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 掲 出 物 件 を

除 却 す る と き は 、 五 日 以 上 の 期 間 を 定 め て 、 そ

の 期 間 ま で に 除 却 す べ き 旨 及 び そ の 期 限 ま で

に 除 却 し な い と き は 、 知 事 又 は そ の 命 じ た 者 若

し く は 委 任 し た 者 が 除 却 す る 旨 を 公 示 し な け

れ ば な ら な い 。  
  

改 正 後  改 正 前  

  

（ 屋 外 広 告 業 の 登 録 ）  

第 二 十 二 条 府 の 区 域 （ 大 阪 市 、 堺 市 、 豊 中 市 、

高 槻 市 、 枚 方 市 、 八 尾 市 及 び 東 大 阪 市 の 区 域 を

除 く 。 次 条 第 一 項 第 二 号 及 び 第 二 十 二 条 の 七 第

一 項 第 五 号 に お い て 同 じ 。 ） 内 に お い て 、 屋 外

広 告 業 を 営 も う と す る 者 は 、 知 事 の 登 録 を 受 け

な け れ ば な ら な い 。  

２ ― ６ （ 略 ）  
 

（ 事 務 処 理 の 特 例 ）  

第 二 十 六 条  法 及 び こ の 条 例 に 基 づ く 事 務 の う

ち 、 次 に 掲 げ る 事 務 で あ っ て 府 の 区 域 内 に 存 す

る 市 （ 大 阪 市 、 堺 市 、 豊 中 市 、 高 槻 市 、 枚 方 市 、

八 尾 市 、 寝 屋 川 市 及 び 東 大 阪 市 を 除 く 。 ） 、 町 及

（ 屋 外 広 告 業 の 登 録 ）  

第 二 十 二 条 府 の 区 域 （ 大 阪 市 、 堺 市 、 豊 中 市 、

高 槻 市 、 枚 方 市 及 び 東 大 阪 市 の 区 域 を 除 く 。 次

条 第 一 項 第 二 号 及 び 第 二 十 二 条 の 七 第 一 項 第

五 号 に お い て 同 じ 。 ） 内 に お い て 、 屋 外 広 告 業

を 営 も う と す る 者 は 、 知 事 の 登 録 を 受 け な け れ

ば な ら な い 。  

２ ― ６ （ 略 ）  
 

（ 事 務 処 理 の 特 例 ）  

第 二 十 六 条  法 及 び こ の 条 例 に 基 づ く 事 務 の う

ち 、 次 に 掲 げ る 事 務 で あ っ て 府 の 区 域 内 に 存 す

る 市 （ 大 阪 市 、 堺 市 、 豊 中 市 、 高 槻 市 、 枚 方 市 、

寝 屋 川 市 及 び 東 大 阪 市 を 除 く 。 ） 、 町 及 び 村 の 区



第 三 条  大 阪 府 屋 外 広 告 物 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

  次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で

示 す よ う に 改 正 す る 。  

び 村 の 区 域 に 係 る も の は 、 そ れ ぞ れ 当 該 市 、 町

又 は 村 が 処 理 す る こ と と す る 。  

一 ― 五 （ 略 ）  
２ 法 及 び こ の 条 例 に 基 づ く 事 務 の う ち 、 次 に 掲

げ る 事 務 で あ っ て 府 の 区 域 内 に 存 す る 市 （ 大 阪

市 、 堺 市 、 豊 中 市 、 吹 田 市 、 高 槻 市 、 守 口 市 、

枚 方 市 、 八 尾 市 、 寝 屋 川 市 、 門 真 市 、 摂 津 市 及

び 東 大 阪 市 を 除 く 。 ） 及 び 町 （ 島 本 町 及 び 熊 取

町 を 除 く 。 ） の 区 域 に 係 る も の は 、 そ れ ぞ れ 当

該 市 又 は 町 が 処 理 す る こ と と す る 。  

一 ― 二 十 一 （ 略 ）  

３ （ 略 ）  

域 に 係 る も の は 、 そ れ ぞ れ 当 該 市 、 町 又 は 村 が

処 理 す る こ と と す る 。  

一 ― 五 （ 略 ）  

２ 法 及 び こ の 条 例 に 基 づ く 事 務 の う ち 、 次 に 掲

げ る 事 務 で あ っ て 府 の 区 域 内 に 存 す る 市 （ 大 阪

市 、 堺 市 、 豊 中 市 、 吹 田 市 、 高 槻 市 、 守 口 市 、

枚 方 市 、 寝 屋 川 市 、 門 真 市 、 摂 津 市 及 び 東 大 阪

市 を 除 く 。 ） 及 び 町 （ 島 本 町 及 び 熊 取 町 を 除 く 。 ）

の 区 域 に 係 る も の は 、 そ れ ぞ れ 当 該 市 又 は 町 が

処 理 す る こ と と す る 。  

一 ― 二 十 一 （ 略 ）  

３ （ 略 ）  
  

改 正 後  改 正 前  

  

（ 危 害 の 防 止 ）  

第 六 条 （ 略 ）  
 
 
 
 
 

（ 管 理 責 任 ）  

第 六 条 の 二  広 告 物 若 し く は 掲 出 物 件 の 所 有 者

若 し く は 占 有 者 （ 以 下 「 広 告 物 の 所 有 者 等 」 と

い う 。 ） 又 は 広 告 物 を 表 示 し 、 若 し く は 掲 出 物

件 を 設 置 す る 者 若 し く は こ れ ら を 管 理 す る 者

（ 以 下 「 管 理 者 」 と い う 。 ） は 、 こ れ ら に 関 し

補 修 、 除 却 そ の 他 必 要 な 管 理 を 怠 ら な い よ う に

し 、 良 好 な 状 態 に 保 持 し な け れ ば な ら な い 。  
 

（ 経 過 措 置 ）  

第 七 条 （ 略 ）  

２ 広 告 物 又 は 掲 出 物 件 （ 第 三 条 第 一 項 の 許 可 を

受 け て い る も の を 除 く 。 ） が 、 新 た に 許 可 区 域

又 は 禁 止 区 域 に 存 す る こ と と な っ た 場 合 に は 、

規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 当 該 存 す る こ と と

な っ た 日 か ら 三 月 以 内 に 、 知 事 に そ の 旨 を 届 け

出 な け れ ば な ら な い 。  

３ （ 略 ）  

４  第 一 項 の 規 定 に よ り 許 可 区 域 に 存 す る も の

と み な さ れ 、 又 は 前 項 の 規 定 に よ り 第 四 条 第 一

項 の 規 定 を 適 用 し な い も の と さ れ た 広 告 物 又

は 掲 出 物 件 に つ い て は 、 当 該 存 す る も の と み な

さ れ 、 又 は 適 用 し な い も の と さ れ た 期 間 改 造

し 、 又 は 移 転 し て は な ら な い 。 た だ し 、 前 三 条

の 規 定 を 遵 守 す る た め 、 改 造 し 、 又 は 移 転 す る

場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

５ ― ７ （ 略 ）  
 

（ 適 用 除 外 ）  

第 八 条 （ 略 ）  

２ ― ４ （ 略 ）  

（ 危 害 の 防 止 等 ）  

第 六 条 （ 略 ）  

２ 広 告 物 を 表 示 し 、 又 は 掲 出 物 件 を 設 置 す る 者

又 は こ れ ら を 管 理 す る 者 は 、 広 告 物 又 は 掲 出 物

件 に 関 し 、 補 修 そ の 他 必 要 な 管 理 を 行 わ な け れ

ば な ら な い 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ 経 過 措 置 ）  

第 七 条 （ 略 ）  

２ 広 告 物 又 は 掲 出 物 件 （ 第 三 条 第 一 項 の 許 可 を

受 け て い る も の を 除 く 。 ） が 、 新 た に 許 可 区 域

又 は 禁 止 区 域 に 存 す る こ と と な っ た 場 合 に は 、

当 該 存 す る こ と と な っ た 日 か ら 三 月 以 内 に 、 知

事 に そ の 旨 を 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  
 

３ （ 略 ）  

４  第 一 項 の 規 定 に よ り 許 可 区 域 に 存 す る も の

と み な さ れ 、 又 は 前 項 の 規 定 に よ り 第 四 条 第 一

項 の 規 定 を 適 用 し な い も の と さ れ た 広 告 物 又

は 掲 出 物 件 に つ い て は 、 当 該 存 す る も の と み な

さ れ 、 又 は 適 用 し な い も の と さ れ た 期 間 改 造

し 、 又 は 移 転 し て は な ら な い 。 た だ し 、 前 二 条

の 規 定 に 抵 触 す る た め 、 改 造 し 、 又 は 移 転 す る

場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

５ ― ７ （ 略 ）  
 

（ 適 用 除 外 ）  

第 八 条 （ 略 ）  

２ ― ４ （ 略 ）  



５ 規 則 で 定 め る は り 紙 、 は り 札 又 は 立 看 板 で あ

っ て 、 こ れ ら を 掲 出 す る 期 間 が 三 十 日 を 超 え な

い も の に つ い て は 、 第 三 条 の 規 定 は 適 用 し な

い 。  
 

（ 許 可 の 申 請 等 ）  

第 十 一 条  第 三 条 第 一 項 又 は 第 八 条 の 二 第 一 項

の 許 可 を 受 け よ う と す る 者 （ 以 下 こ の 項 に お い

て 「 申 請 者 」 と い う 。 ） は 、 規 則 で 定 め る と こ

ろ に よ り 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 を

知 事 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

一 （ 略 ）  
  二  広 告 物 の 所 有 者 等 が 申 請 者 と 異 な る 場 合

に あ っ て は 、 そ の 所 有 者 等 の 氏 名 （ 法 人 に あ

っ て は 、 名 称 及 び 代 表 者 の 氏 名 ） 及 び 住 所  
 三 管 理 者 が 申 請 者 と 異 な る 場 合 に あ っ て は 、

そ の 管 理 者 の 氏 名 （ 法 人 に あ っ て は 、 名 称 及

び 代 表 者 の 氏 名 ） 及 び 住 所  
 
 

四 ― 十 二  （ 略 ）  

２ （ 略 ）  
 

（ 工 事 の 完 了 の 届 出 ）  

第 十 四 条  第 三 条 第 一 項 又 は 第 八 条 の 二 第 一 項

の 許 可 を 受 け た 者 （ 以 下 「 許 可 広 告 物 表 示 者 等 」

と い う 。 ） は 、 当 該 許 可 に 係 る 工 事 を 完 了 し た

と き は 、 速 や か に 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、

そ の 旨 を 知 事 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  
 

（ 変 更 の 許 可 等 ）  

第 十 五 条  許 可 広 告 物 表 示 者 等 は 、 第 十 一 条 第 一

項 第 六 号 か ら 第 十 号 ま で に 掲 げ る 事 項 に 変 更

を 加 え 、 又 は そ の 広 告 物 及 び 掲 出 物 件 を 改 造

し 、 若 し く は 移 転 し よ う と す る と き は 、 規 則 で

定 め る と こ ろ に よ り 、 知 事 の 許 可 を 受 け な け れ

ば な ら な い 。  

２ 許 可 広 告 物 表 示 者 等 は 、 第 十 一 条 第 一 項 第 七

号 の 期 間 （ 前 項 の 許 可 を 受 け た 場 合 に は 、 そ の

変 更 後 の も の 。 以 下 「 許 可 期 間 」 と い う 。 ） が

満 了 し た 後 、 更 に 継 続 し て 広 告 物 を 表 示 し 、 又

は 掲 出 物 件 を 設 置 し よ う と す る と き は 、 規 則 で

定 め る と こ ろ に よ り 、 当 該 許 可 期 間 の 満 了 前

に 、 知 事 の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 こ の

場 合 に お い て 、 当 該 許 可 に 係 る 申 請 を し よ う と

す る 者 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 申 請 者 」 と い う 。 ）

は 、 第 十 六 条 の 二 の 点 検 の 結 果 を 記 載 し た 書 面

を 当 該 許 可 に 係 る 申 請 書 に 添 付 し な け れ ば な

ら な い 。  

３ 前 項 前 段 の 場 合 に お い て 、 申 請 者 が 当 該 許 可

に 係 る 広 告 物 の 所 有 者 等 と 異 な る と き は 、 当 該

広 告 物 の 所 有 者 等 は 、 同 項 後 段 に 規 定 す る 書 面

を あ ら か じ め 当 該 申 請 者 に 交 付 し な け れ ば な

ら な い 。  
 

（ 変 更 の 届 出 ）  

第 十 六 条  許 可 広 告 物 表 示 者 等 は 、 第 十 一 条 第 一

項 第 一 号 か ら 第 五 号 ま で 、 第 十 一 号 又 は 第 十 二

号 に 掲 げ る 事 項 に 変 更 を 生 じ た と き は 、 規 則 で

定 め る と こ ろ に よ り 、 そ の 日 か ら 五 日 以 内 に 、

５ 規 則 で 定 め る は り 紙 、 は り 札 又 は 立 看 板 で あ

っ て 、 掲 出 期 間 が 三 十 日 を 超 え な い も の に つ い

て は 、 第 三 条 の 規 定 は 適 用 し な い 。  
 
 

（ 許 可 の 申 請 等 ）  

第 十 一 条  第 三 条 第 一 項 又 は 第 八 条 の 二 第 一 項

の 許 可 を 受 け よ う と す る 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項

を 記 載 し た 申 請 書 を 知 事 に 提 出 し な け れ ば な

ら な い 。  
 

一 （ 略 ）  
 
 
 

二  広 告 物 又 は 掲 出 物 件 を 管 理 す る 者 （ 以 下

「 管 理 者 」 と い う 。 ） が 当 該 申 請 書 に 係 る

者 と 異 な る 場 合 に あ っ て は 、 そ の 管 理 者 の

氏 名 （ 法 人 に あ っ て は 、 名 称 及 び 代 表 者 の

氏 名 ） 及 び 住 所  

三 ― 十 一  （ 略 ）  
２ （ 略 ）  

 

（ 工 事 の 完 了 の 届 出 ）  

第 十 四 条  第 三 条 第 一 項 又 は 第 八 条 の 二 第 一 項

の 許 可 を 受 け た 者 （ 以 下 「 広 告 物 表 示 者 等 」 と

い う 。 ） は 、 当 該 許 可 に 係 る 工 事 を 完 了 し た と

き は 、 速 や か に 、 そ の 旨 を 知 事 に 届 け 出 な け れ

ば な ら な い 。  
 

（ 変 更 の 許 可 等 ）  

第 十 五 条  広 告 物 表 示 者 等 は 、 第 十 一 条 第 一 項 第

五 号 か ら 第 九 号 ま で に 掲 げ る 事 項 に 変 更 を 加

え 、 又 は そ の 広 告 物 及 び 掲 出 物 件 を 改 造 し 、 若

し く は 移 転 し よ う と す る と き は 、 知 事 の 許 可 を

受 け な け れ ば な ら な い 。  
 

２ 広 告 物 表 示 者 等 は 、 許 可 期 間 が 満 了 し た 後 、

更 に 継 続 し て 広 告 物 を 表 示 し 、 又 は 掲 出 物 件 を

設 置 し よ う と す る と き は 、 当 該 許 可 期 間 の 満 了

前 に 、 知 事 の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ 変 更 の 届 出 ）  

第 十 六 条  広 告 物 表 示 者 等 は 、 第 十 一 条 第 一 項 第

一 号 か ら 第 四 号 ま で 、 第 十 号 又 は 第 十 一 号 に 掲

げ る 事 項 に 変 更 を 生 じ た と き は 、 そ の 日 か ら 五

日 以 内 に 、 そ の 旨 を 知 事 に 届 け 出 な け れ ば な ら



そ の 旨 を 知 事 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  
 

（ 点 検 の 義 務 ）  
第 十 六 条 の 二  広 告 物 の 所 有 者 等 は 、 そ の 所 有

し 、 又 は 占 有 す る 広 告 物 又 は 掲 出 物 件 に つ い

て 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 屋 外 広 告 士 （ 法

第 十 条 第 二 項 第 三 号 イ に 掲 げ る 者 を い う 。 以 下

同 じ 。 ） 又 は こ れ と 同 等 以 上 の 知 識 を 有 す る 者

と し て 規 則 で 定 め る も の に 、 当 該 広 告 物 又 は 掲

出 物 件 の 本 体 、 接 合 部 、 支 持 部 分 等 の 劣 化 及 び

損 傷 の 状 況 の 点 検 を さ せ な け れ ば な ら な い 。 た

だ し 、 規 則 で 定 め る 簡 易 な 広 告 物 又 は 掲 出 物 件

に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。  
 

（ 除 却 の 義 務 ）  

第 十 七 条  許 可 期 間 が 満 了 し た と き は 、 許 可 広 告

物 表 示 者 等 又 は 管 理 者 は 、 そ の 日 か ら 五 日 以 内

に 、 広 告 物 又 は 掲 出 物 件 を 除 却 し な け れ ば な ら

な い 。 許 可 を 取 り 消 さ れ た と き も 、 同 様 と す る 。 
 
 

（ 許 可 の 取 消 し 、 除 却 命 令 等 ）  

第 十 八 条  第 三 条 第 一 項 又 は 第 八 条 の 二 第 一 項

の 許 可 を 受 け た 広 告 物 又 は 掲 出 物 件 が 著 し く

良 好 な 景 観 若 し く は 風 致 を 害 し 、 又 は 公 衆 に 対

し て 危 害 を 及 ぼ す お そ れ が あ る と 認 め ら れ る

に 至 っ た と き は 、 知 事 は 、 そ の 許 可 を 取 り 消 し 、

又 は 許 可 広 告 物 表 示 者 等 若 し く は 管 理 者 に 対

し て こ れ ら の 改 修 、 移 転 、 除 却 そ の 他 必 要 な 措

置 を 命 ず る こ と が で き る 。  

２  許 可 広 告 物 表 示 者 等 が 第 三 条 第 二 項 又 は 第

八 条 の 二 第 二 項 の 条 件 に 違 反 し た と き 、 又 は 虚

偽 の 申 請 若 し く は 届 出 を し た と き は 、 知 事 は 、

そ の 許 可 を 取 り 消 す こ と が で き る 。  
 

（ 登 録 の 実 施 ）  

第 二 十 二 条 の 三  （ 略 ）  

２  知 事 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 登 録 を し た と き

は 、 遅 滞 な く 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 そ

の 旨 を 当 該 登 録 に 係 る 申 請 者 （ 前 条 第 一 項 の 申

請 書 を 提 出 し た 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 通 知

し な け れ ば な ら な い 。  
 

（ 登 録 の 拒 否 ）  

第 二 十 二 条 の 四  （ 略 ）  

２ 知 事 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 登 録 を 拒 否 し た と

き は 、 遅 滞 な く 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、

そ の 理 由 を 示 し て 、 そ の 旨 を 当 該 登 録 の 拒 否 に

係 る 申 請 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  
 

（ 廃 業 等 の 届 出 ）  

第 二 十 二 条 の 七  屋 外 広 告 業 者 が 次 の 各 号 の い

ず れ か に 該 当 す る こ と と な っ た 場 合 に お い て

は 、 当 該 各 号 に 定 め る 者 は 、 規 則 で 定 め る と こ

ろ に よ り 、 そ の 日 （ 第 一 号 の 場 合 に あ っ て は 、

そ の 事 実 を 知 っ た 日 ） か ら 三 十 日 以 内 に 、 そ の

旨 を 知 事 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

一 ― 五 （ 略 ）  

２ （ 略 ）  
 

な い 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ 除 却 の 義 務 ）  

第 十 七 条  許 可 期 間 又 は 掲 出 期 間 が 満 了 し た と

き は 、 広 告 物 表 示 者 等 又 は 管 理 者 は 、 そ の 日 か

ら 五 日 以 内 に 、 広 告 物 又 は 掲 出 物 件 を 除 却 し な

け れ ば な ら な い 。 許 可 を 取 り 消 さ れ た と き も 、

同 様 と す る 。  
 

（ 許 可 の 取 消 し 、 除 却 命 令 等 ）  
第 十 八 条  第 三 条 第 一 項 又 は 第 八 条 の 二 第 一 項

の 許 可 を 受 け た 広 告 物 又 は 掲 出 物 件 が 著 し く

良 好 な 景 観 若 し く は 風 致 を 害 し 、 又 は 公 衆 に 対

し て 危 害 を 及 ぼ す お そ れ が あ る と 認 め ら れ る

に 至 っ た と き は 、 知 事 は 、 そ の 許 可 を 取 り 消 し 、

又 は 広 告 物 表 示 者 等 若 し く は 管 理 者 に 対 し て

こ れ ら の 改 修 、 移 転 、 除 却 そ の 他 必 要 な 措 置 を

命 ず る こ と が で き る 。  

２  広 告 物 表 示 者 等 が 第 三 条 第 二 項 又 は 第 八 条

の 二 第 二 項 の 条 件 に 違 反 し た と き 、 又 は 虚 偽 の

申 請 若 し く は 届 出 を し た と き は 、 知 事 は 、 そ の

許 可 を 取 り 消 す こ と が で き る 。  
 

（ 登 録 の 実 施 ）  

第 二 十 二 条 の 三  （ 略 ）  

２  知 事 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 登 録 を し た と き

は 、 遅 滞 な く 、 そ の 旨 を 当 該 登 録 に 係 る 申 請 者

（ 前 条 第 一 項 の 申 請 書 を 提 出 し た 者 を い う 。 以

下 同 じ 。 ） に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  
 
 

（ 登 録 の 拒 否 ）  

第 二 十 二 条 の 四  （ 略 ）  

２ 知 事 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 登 録 を 拒 否 し た と

き は 、 遅 滞 な く 、 そ の 理 由 を 示 し て 、 そ の 旨 を

当 該 登 録 の 拒 否 に 係 る 申 請 者 に 通 知 し な け れ

ば な ら な い 。  
 

（ 廃 業 等 の 届 出 ）  

第 二 十 二 条 の 七  屋 外 広 告 業 者 が 次 の 各 号 の い

ず れ か に 該 当 す る こ と と な っ た 場 合 に お い て

は 、 当 該 各 号 に 定 め る 者 は 、 そ の 日 （ 第 一 号 の

場 合 に あ っ て は 、 そ の 事 実 を 知 っ た 日 ） か ら 三

十 日 以 内 に 、 そ の 旨 を 知 事 に 届 け 出 な け れ ば な

ら な い 。  

一 ― 五 （ 略 ）  

２ （ 略 ）  
 



附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 平 成 三 十 年 十 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 一 条 の 規 定 は 公

布 の 日 か ら 、 第 二 条 の 規 定 は 同 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 第 三 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 大 阪 府 屋 外 広 告 物 条 例

第 三 条 第 一 項 、 第 八 条 の 二 第 一 項 若 し く は 第 十 五 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 許

可 又 は 同 条 例 第 十 二 条 の 規 定 に よ る 許 可 を 受 け て 表 示 さ れ 、 又 は 設 置 さ れ て い

る 広 告 物 又 は 掲 出 物 件 （ 以 下 「 現 許 可 広 告 物 等 」 と い う 。 ） に つ い て は 、 こ の

条 例 の 施 行 の 日 か ら 平 成 三 十 二 年 九 月 三 十 日 ま で の 間 は 、 第 三 条 の 規 定 に よ る

改 正 後 の 大 阪 府 屋 外 広 告 物 条 例 （ 以 下 「 新 条 例 」 と い う 。 ） 第 十 六 条 の 二 の 規

定 は 、 適 用 し な い 。  

３  現 許 可 広 告 物 等 に 係 る 新 条 例 第 十 五 条 第 二 項 前 段 の 許 可 に つ い て は 、 こ の 条

例 の 施 行 の 日 か ら 平 成 三 十 二 年 九 月 三 十 日 ま で の 間 は 、 同 項 及 び 同 条 第 三 項 の

規 定 に か か わ ら ず 、 な お 従 前 の 例 に よ る こ と が で き る 。  

（ 業 務 主 任 者 の 設 置 ）  

第 二 十 四 条 （ 略 ）  
 一 屋 外 広 告 士  
 
 
 
 二 ― 五  （ 略 ）  

２ （ 略 ）  
 

第 二 十 八 条 の 二  （ 略 ）  
 一 第 三 条 第 一 項 、 第 四 条 第 一 項 若 し く は 第 二

項 、 第 六 条 、 第 八 条 の 二 第 一 項 後 段 又 は 第 十

五 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に 違 反 し

た 者  

二 ― 四 （ 略 ）  

（ 業 務 主 任 者 の 設 置 ）  

第 二 十 四 条 （ 略 ）  
 一  法 第 十 条 第 二 項 第 三 号 イ に 規 定 す る 登 録

試 験 機 関 が 広 告 物 の 表 示 及 び 掲 出 物 件 の 設

置 に 関 し 必 要 な 知 識 に つ い て 行 う 試 験 に 合

格 し た 者  
 二 ― 五  （ 略 ）  

２ （ 略 ）  
 

第 二 十 八 条 の 二  （ 略 ）  
 一 第 三 条 第 一 項 、 第 四 条 第 一 項 若 し く は 第 二

項 、 第 六 条 第 一 項 、 第 八 条 の 二 第 一 項 後 段 又

は 第 十 五 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 の 規 定 に

違 反 し た 者  
 二 ― 四  （ 略 ）  

  


